
（６） 新総合事業につい

て 

95



96



97



25%

12.5%

12.5%

1
22%

2
28%

39.0%

19.5%

19.5%

1
22%

98



A
B
C
D

A
B
C

99



100



101



H17 H22
H27

13.1% 13.1% 13.0% 12.4% 11.4% 10.4% 9.9% 9.8%

72.2% 70.0% 67.1% 66.1% 66.1% 65.4% 63.2% 59.8%

8.7% 9.4% 10.6% 10.3% 9.3% 10.4% 12.9% 15.2%

5.9% 7.4% 9.3% 11.2% 13.1% 13.8% 14.0% 15.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52
174 187 191 186 173 158 150 146
958 998 987 994 1,002 995 959 893
116 134 156 155 141 158 196 227
78 106 137 168 199 210 212 227

1,327 1,426 1,471 1,504 1,516 1,522 1,517 1,492

102



958 
998 987 994 1,002 

116 

133 156 154 141 

32 

44 
51 

68 

79 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

H17 H22 H27 H32 H37

103



137,664 

153,815

182,643

138,848 
148,410

157,942
100.9%

96.5%

86.5%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2000 2015 2025 2050

( 24 1 )

104



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

105



106



107



52%
35%

13%

6%

12%

18%

18%

46%

108



70

109



1

120

100 90 

3

110



3

95 70

1

120

100 90 

111



3

112



113



114



115



20,375 21,928 23,483 
28,603 

35,416 

8,433 
9,025 

9,629 

11,525 

14,044 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H H H H H

116



5,252 6,328 7,460 9,678 11,164 4,209 4,907 6,253 
8,194 

9,400 
7,649 

9,102 
10,786 

14,312 
16,704 

6,424 
7,020 

8,510 

11,421 

13,443 

5,174 
5,162 

6,234 

8,491 

10,082 

4,661 
4,915 

6,097 

8,382 

10,011 

4,235 
4,571 

5,285 

7,191 

8,558 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H22 H24 H27 H32 H37

117



118



119



120



121



122



（７） 介護保険制度改

正・報酬改定につい

て 
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○負担割合について  
平 成 27年 8月 より、利用者の負担割合が、所得により 1割負担、 2割負

担と異なるため、負担割合証により、利用者の負担割合を確認していただ

くことが必要となりました。  

○負担割合の変更について
この負担割合証は、前年の所得等により毎年 8月 1日か ら翌年 7月 31日

までの負担割合を決定し、発行していますが、住民税の所得更正や世帯員

の増減、 65歳 到達等により途 中で負担 割合が変更する場合があります。

負担 割合の変更 が生じ た際 、届 出日や 、国 民健康保 険団体 連合 会（以 下

「国保連」という）との連携のタイミング等により、介護報酬請求が返戻

となる可能性があります。  

 し たがって、月に 1回は必ず負担割合証で負担割合と開始年月日を確認

し、請求事務を行ってください。  

○遡及変更について
所得更正等により月を遡って負担割合が変更した場合は、既に支払われ

ている利用者の自己負担額や介護給付費の差額調整が必要となります。  

厚生労働省では、「本来は保険者と利用者間で追加給付や返還を行うこ

と」と示していますが、国民健康保険中央会（以下「国保中央会」という）

から は、国保連 の審査 を通 さな いと高 額介 護サービ ス費等 に影 響が出 て

しま うことや、 各保険 者で 取り 扱いが 異な ることで 混乱が 生じ ること 、

正し い給付情報 の把握 が行 えな くなる など 、利用者 や事業 者へ の影響 が

大き いため、事 業者に て過 誤再 請求を 行っ ていただ くよう 見解 が示さ れ

ました。  

川崎市としましても、高額介護サービス費等の計算に影響が出るなど利

用者への不利益につながるため、国保中央会の見解のとおり事業者による

過誤再請求を行っていただくことが必要と判断しています。  

負 担 割 合 変 更 に よ る 、 差 額 調 整 に つ きま して は、 事業者 にて 「利 用者

との 差額調整」 と「介 護給 付費 の過誤 再請 求」を行 ってく ださ います よ

うお願いいたします。  

事 業 者 の 皆様 に は大 変 お 手 数 を お かけし ますが、何 卒御 協力ください。  

よろしくお願いいたします。  

川崎市ホームページ  

『負担割合変更の対応について』  

トップページ  ＞  くらし・手続き＞福祉・介護＞高齢者・介護保険＞介

護保険制度＞事業者入口＞介護保険制度関連情報＞負担割合変更の対応

について   

h t tp : //www .c i ty . kawasak i . j p/350/page/0000071110 .h tm l

１  負担割合変更に伴う対応について  

介護保険課給付係からのお知らせ

125



Memo

Date ．   ．

126



（８） 生活保護法におけ

る介護扶助について 
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生活保護法における介護扶助について 

１ 生活保護とは 

 生活保護は、生活に困っている世帯の生活を、法律に基づいて保障し、その自立を助長するこ

とにより、一日も早く自分の力で生活できるように手助けをする制度です。生活保護法は、他に

利用できるもの（能力、資産、扶養義務者からの援助、他の法律等による給付など）がある場合

は優先的に活用することが原則となっています。 

 生活保護には、生活保護を受給している人（以下「被保護者」という。）に毎月支払われるも

の（生活扶助等）や、各機関に直接支払われるもの（医療扶助等）などいくつかの種類があり、

必要に応じて支給されます。「介護扶助」は各機関に直接支払われるものの一つです。 

２ 被保護者における介護扶助の実施について 

（65 歳以上の被保護者） 

 介護保険の第 1 号被保険者として、介護保険サービス利用時の利用者負担分（1割）が、介護

扶助費として国保連を通じて給付されます。 

（40 歳以上 65歳未満の被保護者で、医療保険に加入している者） 

 特定 16 疾病により介護が必要と認定された場合は、介護保険の第 2 号被保険者として、介護

保険サービス利用時の利用者負担分（1割）が、介護扶助として国保連を通じて給付されます。 

（40 歳以上 65歳未満の被保護者で、医療保険未加入の者） 

 介護保険の被保険者にはなれませんが、特定 16 疾病により介護が必要と認定された者（以下

「生保 10割者」という。）については、介護保険と同内容の介護サービスを生活保護法により受

けることができます。この場合、介護サービスに係る費用の全額（10 割）が、介護扶助として国

保連を通じて給付されます。 

 なお、生保 10 割者については、介護保険の適用がなく全額生活保護で給付されることから、

他の法律等による給付がある場合は優先して受ける必要があり、障害者総合支援法に基づく自立

支援給付はこれにあたります。 

介護保険給付と介護扶助の適用 

介護保険サービスの区分支給限度基準額
保険給付 利用者負担

（９割） （1割）

被保護者でない
介護保険被保険者

介護保険給付 自己負担

被保護者の
介護保険被保険者

介護
扶助

（第１号・第２号） (１割)

生保１０割者
介護扶助（１０割）

※サービス計画作成等のケアマネジメント費用を含む
自己負担

超過分／
別途利用
者負担分

自己負担介護保険給付

※別途利用者負担分…特別なサービスの利用料やデイサービスの食事代、おやつ代など 
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３ 福祉事務所における介護扶助の決定について 

ア 新たに福祉サービスを利用する場合は、事前に福祉事務所への申請が必要ですので御注意く

ださい。御不明な点などは福祉事務所にお尋ねください。 

 イ サービス利用票及び別票は、介護券の発行に必要な書類ですので福祉事務所に提出をお願い

します。 

 ウ ケアプランに居宅療養管理指導について記載いただきますと介護券の発券がスムーズに行

えますので、可能な範囲で御協力をお願いします。 

エ 介護保険の支給限度額を超えるサービスや介護保険給付の対象外のサービスについては、介

護扶助による給付は認められません。 

４ 介護券について 

 被保護者については、その人の生活保護を実施している福祉事務所から毎月介護券が送付され

ますので、介護券に基づいて国保連に介護扶助費の請求を行ってください。複数の対象者が記載

されている券（毎月 21日頃に発送）と対象者別の券（随時発送）があります。 

 なお、被保護者であっても、年金等の収入がある方については自己負担が生じる場合がありま

す。自己負担額については、介護券の「本人支払額」の欄にて御確認いただくと共に、介護報酬

の請求に際しては「公費分本人負担」の欄にその金額を記入のうえ、国保連あて請求ください。 

５ 生活保護法における指定介護機関の指定等 

 介護扶助の実施にあたっては、生活保護法の指定を受けた介護機関にこれを委託することとさ

れているため、被保護者に対して介護サービスを提供する場合は、生活保護法における指定を受

ける必要があります。 

 平成 26 年 7 月１日に生活保護法の一部を改正する法律（平成２５年法律第 104 号。以下「新

法」という。）が施行されました。介護機関が介護保険法の指定又は開設許可を受けた日付によ

り、生活保護法の指定介護機関の指定及び廃止の手続きが異なりますので御留意ください。 

 なお、生活保護法による介護機関の指定は更新制ではありません（６年毎の更新手続きは不要

です）。 

平成 26 年 7 月１日以降に介護保険法の指定又は開設許可があった介護機関 

ア 介護保険法の指定又は許可があったとき、その介護機関は生活保護法の指定を受けたもの

とみなされます。ただし、該当介護機関（地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施

設を除く。）が、あらかじめ、生活保護法の指定を受けない旨を記載した「申出書」を提出

した場合はこの限りではありません。生活保護法による指定を不要とするための手続きは、

別途、案内しています。 

イ 生活保護法のみなし指定を受けた介護機関が、介護保険法の規定による事業の廃止があっ

たとき、指定の取消しがあったとき、又は指定の効力が失われたときは、その効力を失うこ

ととなります。 

ウ みなし指定された場合、指定の開始及び廃止については介護保険法による指定と連動しま

すが、それ以外の事項に関する届出（変更等）は必要です。 

平成 26年 6 月 30 日以前に介護保険法の指定又は開設許可があった介護機関

 ア 法改正後のみなし指定を受けたものでないため、上記のイの規定は適用されません。この

ため、届出事項に変更等があった場合の他、廃止等の届出も必要です。 

  イ 現在、介護保険法で指定されているものの、生活保護法での指定を受けていない場合は、 

介護保険法によるみなし指定の対象とはなりませんので、生活保護法の指定の手続きが必要

です。 
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(1) 生活保護法介護機関指定申請書及び誓約書 

 平成 26 年 6 月 30 日までに介護保険法の指定を受けていて、新法施行日以降に生活保護

法における指定を受ける事業について提出をお願いします。後述の欠格要件に該当してい

ない旨が記載された誓約書の提出を併せてお願いします。 

 生活保護法の指定年月日は、介護保険法上の指定を受けた日より前に遡ることはできま

せん。 

(2) 生活保護法指定介護機関廃止届書

 平成 26 年 6 月 30 日までに生活保護法の指定を受けた事業を廃止する場合は届け出をお

願いします。 

 廃止年月日は、介護保険法上の廃止年月日と同日としてください。 

(3) 生活保護法指定介護機関変更・休止・再開届書 

 介護保険法の指定時期に関わらず、生活保護法の指定を受けている場合であって、事業

所、主たる事務所、管理者等の内容が変更となった場合や休止や再開があった場合は、届

出をおねがいします。 

※ 上記申請書等の提出窓口は、事業所所在地（事業所の所在地が変更となった場合で、区をま

たいで所在地が変更となったときは、新たな事業所所在地）を管轄する福祉事務所です。 

※ 各申請書については福祉事務所で受け取ることができるほか、神奈川県（県庁生活援護課）

のホームページからダウンロードできます。 

指定介護機関の指定要件及び指定取消要件の明確化 

指定の要件 

  新法第 54 条の２第４項で読み替えて準用する第 49 条の２第２項の第１号を除く各号（欠格

事由）のいずれかに該当するときは、市長は指定介護機関の指定をしません。また、同条第３

項各号（指定除外要件）のいずれかに該当するときは、市長は指定介護機関の指定をしないこ

とができます。 

 （欠格事由の例） 

 ・申請者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなるまでの者であるとき。 

 ・申請者又は管理者が、指定介護機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して５年

を経過しない者であるとき。 

 ・申請者又は管理者が、指定の取消し処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの

間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して５年を経過しない者であるとき。 

 （指定除外要件の例） 

 ・被保護者の介護について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けた

ものであるとき。 

指定の取消要件 

 ・指定介護機関の申請者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 ・指定介護機関の介護報酬の請求に関し不正があったとき。 

 ・指定介護機関が、不正の手段により指定介護機関の指定を受けたとき。 
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〔福祉事務所電話番号一覧〕 

【参考】指定介護機関介護担当規程 

（指定介護機関の義務） 

第１条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規定の定めるところにより、介

護を必要とする被保護者（以下「要介護者」という。）の介護を担当しなければならない。 

（提供義務） 

第２条 指定介護機関は、保護の実施機関から要介護者の介護の委託を受けたときは、当該要介護者に

対する介護サービスの提供を正当な事由がなく拒んではならない。 

（介護券） 

第３条 指定介護機関は、要介護者に対し介護サービスを提供するに当たっては、当該要介護者につい

て発給された介護券が有効であることを確かめなければならない。 

（援助） 

第４条 指定介護機関は、要介護者に対し自ら適切な介護サービスを提供することが困難であると認め

たときは、速やかに、要介護者が所定の手続きをすることができるよう当該要介護者に対し必要な援

助を与えなければならない。 

（証明書等の交付） 

第５条 指定介護機関は、その介護サービスの提供中の要介護者及び保護の実施機関から生活保護法

（昭和 25 年法律第 144 号）による保護につき、必要な証明書又は意見書等の交付を求められたとき

は、無償でこれを交付しなければならない。 

（介護記録） 

第６条 指定介護機関は、要介護者に関する介護記録に、介護保険の例によって介護サービスの提供に

関し必要な事項を記載し、これを他の介護記録と区別して整備しなければならない。 

（帳簿） 

第７条 指定介護機関は、介護サービスの提供及び介護の報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日

から５年間保存しなければならない。 

（通知） 

第８条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、

速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。

一 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。 

二 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。 

川崎福祉事務所 

〒210-8570 川崎区東田町 8 

℡０４４－２０１－３２２５ 

大師福祉事務所 

〒210-0812 川崎区東門前 2-1-1 

℡０４４－２７１－０２０６ 

田島福祉事務所 

〒210-0852 川崎区鋼管通 2-3-7 

℡０４４－３２２－１９９８ 

幸福祉事務所 

〒212-8570幸区戸手本町1-11-1 

℡０４４－５５６－６６５１ 

中原福祉事務所 

〒211-8570 中原区小杉町 3-245 

℡０４４－７４４－３２９８ 

高津福祉事務所 

〒213-8570 高津区下作延 2-8-1 

℡０４４－８６１－３２６２ 

宮前福祉事務所 

〒216-8570宮前区宮前平2-20-5 

℡０４４－８５６－３１６７ 

多摩福祉事務所 

〒214-8570 多摩区登戸 1775-1 

℡０４４－９３５－３２５９ 

麻生福祉事務所 

〒215-8570 麻生区万福寺 1-5-1 

℡０４４－９６５－５２３３ 
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（９） 健幸福寿プロジェ

クトについて 
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「かわさき健幸福寿プロジェクト」について 

１ 「かわさき健幸福寿プロジェクト」の概要 

要介護度の維持や改善の促進を図る仕組みにより、無理なく安心して介護サービスを

利用でき、いつまでも「元気なお年寄り」でいていただけることを目的としています。 

この目的実現のため、副市長及び局長級等を中心としたプロジェクト（検討委員会）

を設置し、有識者からも御意見を伺いながら、新たな仕組みづくりに向けて取り組んで

います。 

事業名称については、川崎を日本一幸せのあふれるまちにすること、介護が必要にな

っても、いつまでも健
●

康で幸
●

せな生活を営んでいただくことを願って命名しました。 

２ 平成２７年度「かわさき健幸福寿プロジェクト」モデル事業 

(1) 目的 

介護サービス事業所による要介護状態区分、ＡＤＬ（日常生活動作）、ＩＡＤＬ（手

段的日常生活動作）又はＱＯＬ（生活の質）の維持・改善の取組の評価方法、結果に

応じた報奨、表彰、公表等の仕組を構築し、もって、事業所の評価を高め、介護人材

の定着・呼び込みや、介護サービスの質が評価される新たな仕組の導入を目指します。 

(2) 手法 

① 要介護度、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ、ＱＯＬの維持・改善に向けた取組を把握するため、

認定調査票、課題整理総括表・評価表、ケアプラン、介護計画書・評価表などを使用

します。 

② ①の書類では確認できない織運営にもたらす効果、利用者やその家族の意識の変化

等については、アンケート調査を実施し、丁寧に拾い上げることとしています。 

(3) 実施期間 

６月～１２月 

(4) 対象者 

原則として、次の条件に全て該当する対象者を、協力事業所に選定していただいて

います。 

① 要介護１～５であって、平成２７年１１月３０日から１２月３１日までの間に、要

介護認定の更新を受ける予定の方 

② 直近の要介護認定時に入院中でなかった方 
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③ 特別養護老人ホーム等に入所中の方にあっては、入所日がモデル事業開始日の概ね

６か月以上前であること 

(5) 協力事業所数（９月２日現在） 

１４０事業所（当初目標１００事業所）の御協力をいただいております。内訳は、

居宅介護支援事業所３３事業所、通所介護等３５事業所、特別養護老人ホーム２４事

業所、訪問介護等２４事業所、福祉用具１２事業所、短期入所生活介護６事業所、そ

の他（小規模多機能型居宅介護等）６事業所となっています。 

(6) 平成２６年度モデル事業の結果を踏まえた今年度の主な取組 

① ＡＤＬのほか、ＩＡＤＬ、ＱＯＬ、要介護度の維持・改善状況を把握します。 

② 意見交換会を２回程度開催し、協力事業所の率直な意見を吸い上げて今後に生かす

とともに、協力事業所間で顔の見える関係を構築します。 

③ 自立支援介護講習会を全６回、今年度は３回開催し、日々のサービス提供に資する

よう支援します。 

④ 健康福祉局内に設置した作業部会にて、事業所に対するインセンティブの構築、在

宅入所相互利用制度の活用等の詳細について検討し、副市長、関係局長等で構成する

委員会に諮ります。 

⑤ 九都県市首脳会議等を通じて国に要望するとともに、連携を図ります。 

(7) 事業所に対するインセンティブとして考えられること 

① 市主催のイベントにおける表彰 

市民が集まるイベントにおいて、市長等から表彰状をお渡しすることなど。 

報道機関への投げ込みを行うなど、被表彰事業所が注目を浴びるような工夫が必要

と考えています。 

② 認証シール等の付与 

事業所の入口など利用者等の目に留まる場所に掲示して、市の取組に協力し、なお

かつ成果を上げた事業所であると市が認めた証しを付与することなど。 

利用者に対してアピールポイントになることが重要ですので、シール等の認知度を

上げるため、市の公式ウェブサイト等で広く周知を図る必要があります。 

③ 市の公式ウェブサイトへの掲載 

これから介護保険を利用したいと思っている方や、今利用している事業所を変更し

たいと考えている方などに役立つ情報として、モデル事業協力事業所を掲載するほか、

成果を上げた事業所については、当該事業所又は運営主体のサイトにリンクを張るな
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ど、更に積極的にＰＲします。また、これらの情報に容易にアクセスできるような工

夫も必要です。 

④ 報奨金の付与 

要介護度の改善状況に応じて、金銭給付を行うことなど。既に実施している品川区

の取組などが参考になると考えます。 
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その他お知らせ 
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044 200 3226 28ziseda@city.kawasaki.jp

SERVICEUP!
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